
(宛 先 )

〒100-8916
電話

FAメ

厚生労働省医薬 生活衛生局生活衛生 食品安全部
基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京者]千代田区とが関1-2-2
03(5253)1111(内 F泉 4287)
03(3595)2423(1 8Ff以 降)

03-3595-2432(残 雪農業等基準審査室FAX)

寄付金 契約金等受取 (害1当 て)額等回答表

平成29年 2月 14日 薬事 食品衛生隋 f髯基遅薬 動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金 契約金等の受取(割当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のシクラニリプロールの残留基準の設定について

②食品中のニテンピラムの残留基準の設定について

③食品中のパクロ外 ラツールの残留基準の設定について

④食品中のフェンピラザミンの残留基準の設定について

⑤食品中のボスカリドの残留基準の設定について



(別紙 )

①食品中のシクラニリプロールの残留基準の設定について

0
受取有りの場合 最も多ぃ専附金 契●全■を受け取った三度

□ 平■26年度
[ 平成27年度
□ 平成28年

当ま年度におする受υ観

巳 51万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下
□ 500万日起

有

有

□

□

●

●

ｒ
‐
‐
‐
」

申請資料等の作成に密接に関与
害議の公平さ二疑念を生じさせると考えられる特別の¬害関係
■記事項

②食品中のニテンピラムの残留基準の設定について

ラ当の有無 :

該当の有無 :

じ

し

無

氣

「
―
―
―
―
―
―
∃

菌

ビ

□ 奇lr金 (奨学寄付金含む)         □ 研究要●金   ロ コンサルタント料 1旨導■
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 請演料  □ 原稿凱筆料       □ 当該企業の■式

●寄付金 契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合 最も多い寄附金 契約金等を受ナ取った年度

→ 受歌の有無 :□  有リ  ノ 無し

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下
□ 500万円超

□ 平成26年度
□ 平成27=度
□ 平成2

申請資料等の作成に密接に関与
言請の公平きこ疑念を生じさせると考えられる■11の利言間rT
特.E事項

③食品中のパクロフトラツールの残留基準の設定について

有

有

□

□

●

Ｏ

ｒ

‐

」

該当の有無 :

該当の有無 :

Ｌ

し

無

キ

ビ

ぼ

「
‐

‐

∃

□ 奇l●金 (■学寄付金含む)         二 研究実,金   ロ コンサルタント

'■
旨導料

□ 特許種 特許使用料 百標電による報酬
□ 請漬料   □ 原稿執

=料
       □ 当該企業の■i

□ その他(                  )

。道学掲婁讐慧喜彗康髪諸音雪て捨ξε
受取有りの場合 最も多ぃ奇附金 契綺金等を受け取った年度

□ 平成26年度
二 平成27年度

― 受取の有無 :□  有リ  ビ やし

し

じ

無

無

ロ

ビ

有

有

□

□

０

０

ｒ
‐
‐
‐
」

申請資ll等の作成に密接に関与 該当の有無 :

該当の有無 :
書議の■平きこ疑念を生じさせると考えられる特別の利害閂係
■記事項

受取額の内訳】
□ 専附金 (実学寄付金含む)         三 研究契●・ 全   ロ コンサルタンt'■言導料
□ 特許権 特許使用■ 商標権による報酬
□ 言演料  □ 原有執摯 4       □ 当該企業の■弐
□ そのは                   )

当該生責におする受取
=□ 50万 喝以下

□ 50万 円遣～500万 円以下



④食品中のフェンピラザミンの残留基準の設定について

● 寄付金 契約金等の受取 (割当て)額 ‐ 受取の有無:□  有り
受取有りの場合 最も多い寄lF金 実t金等を受 十取つた三度

遜 無じ

□ 平成26年度
□ 平成27年度
□ 平成28

当該年度にI.す る受取額
□ 50万 円以下
□ 50万円超～500万 円以下
□ 500万円建

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さこ疑念を生じさせると考えらl■ る特別の 1ヽ言関係
持記事項

書議の公平き報 念を生じさせると考えられる■11の利言関FT

特.E事項

受取有りの場合 最も多しヽ寄I金 契´金等を受け取った年
=□ 平成26年度

□ 平成27年度
□ 平成23年度

当ラ年度におする受n'
□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万 円超

:i  ラ重し

]

有

有

□

□

０

●

ｒ

‐

」

― 該当の有午 :
し

し

無

無

ご

ビ

「
‐

‐

∃

→ _/当の有無 :

⑤食品中のボスカリドの残留基準の設定について

●寄付金婆約冒鷺詈馨需鷺ェ事5堤,■
2生

“

奎生撻主含」こ______――――
=~冨頭万宥罵

「
百
「

宥
「

~ 
ご 無し

●

●

Ｆ
‐
卜
‐
」

該当の有■:□

該当つ有無:□

二 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研変契約金   □ =ンサルタント料 指導料
二 ■許権 ■■使用料 商標権による寺酬
□ 講漬料   □ 原F,=料        E 当ま企業の林式
□ その化(               )

受取額の内訳】

I 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究・・ ll金   3 コンサルタント料 指導料
こ 特許権 ■■使用料 吉標権によるヽ 酬
□ 講漬料   □ 原稿it筆料       二 当該企業のキ式

―

        )



（宛　先）

〒100－8916
電話

FAX

厚生労働省医薬“生活衛生局生活衛生“食品
基準審査課　残留農薬等基準審査室

東京都千代田区霞が関1－2－2
03（5253）1111（内線4287）
03（3595）2423（18時以降）
03－3595－2432（残留農薬等基準審査室FAX）

寄付金“契約金等受取（割当て）額等回答表

平成29年2月14日薬事“食品衛生豊富霊農芸分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のシクラ二リブロールの残留基準の捜定について

②食品中の二チンピラムの残留基準の散定について

③食品中のバクロブトラゾールの残留基準の設定について

④食品中のフ工ンビラザミンの残留基準の毅定について

⑤食品中のボスガノドの残留基準の繊定について

′敏捷



（別紙）

①食品中のシクラ二リブロールの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　　石原産業株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口　平成26年虎
口　平成27年虎
口　平成28年度

→　受取の有無：口　有り

当該年度における受取額

口　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　500万円超
【受取額の内訳】

口　 寄附金（奨学寄付金含む） 口　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料
□　 特許権“特許使用料“商標権による報酬
□　 講演料　　 口　 原稿執筆料 □　 当該企業の様式

ロ　 その他（ ）
●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

②食品中の二チンピラムの残留基準の級定について

企業名（申請企業等）：　　住友化学株式会社
●寄付金”契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　平成26年度

□　平成27年度
□　平成28年度

→　該当の有無：□　有り
→　該当の有無：ロ　有り

L
 
L

無
無

才

が

］

＿受取の有無：ロ有り　㌔果し
当該年度における受取額

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】
口　 寄附金（奨学寄付金含む） ロ　研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料
口　 特許権・特許使用料・商標権による報酬
口　 講演料　　 □　 原稿執筆料 □　 当該企業の株式
口　 その他（ ）

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

［

特記事項

③食品中のバクロブトラソールの残宙基準の散定について

企業名（申請企業等）：　　シンジェンタジャパン株∃
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口　平成26年度
口　平成27年度

口　平成28年度

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

＿受取の青葉‥□有り　イ禦し
当該年度における受取額
口　50万円以下

口　50万円超～500万円以下
□　500万円超

【受取額の内訳】

□　 寄附金（奨学寄付金含む） ロ　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料
□　 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□　 講演料　　 口　 原稿執筆料 ロ　 当該企業の株式
口　 その他（ ）

●申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：口　有り
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　　→　該当の有無：□　有り

特記事項



④食品中のフエンビラザミンの残留基準の敵定について

企業名（申請企業等）：　　住友化学株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　平成26年度

□　平成27年度
□　平成28年度

＿受取の有無：口有り　J無し

当該年度における受取額

口　50万円以下

口　50万円超～500万円以下

口　500万円超

【受取額の内訳】
口　 寄附金（奨学寄付金含む） 口　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料“指導料
ロ　 特許権・特許使用料・商標権による報酬

口　 講演料　　 口　 原稿執筆料 口　 当該企業の株式
□　 その他（ ）

●申請質料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑤食品中のボスガ非の残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　　BASFジャパン株式金を
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口　平成26年度
□　平成27年度

口　平成28年度

→　該当の有無：ロ　有り
→　該当の有無：口　有り

＿受取の棚：口有り　イ禦し
当該年度における受取額

口　50万円以下

口　50万円超～500万円以下

□　500万円超
【受取額の内訳】

ロ　 寄附金（奨学寄付金含む） ロ　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料“指導料
口　 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□　 講演料　　 口　 原稿執筆料 口　 当該企業の株式

ロ　 その他（ ）

●申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：口　有り
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　　→　該当の有無：口　有り

特記事項



(宛先)

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部
　　　基準審査課残留農薬等基準審査室宛

〒100-8916

　　電話

FAX

　　東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内線4287)
03(3595)2423(18時以降)
03-3595-2432(残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割当て)額等回答表

　　　　　　　　　　　　　　　平成29年2月3　日
平成29年2月14日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取(割当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のシクラニリプロールの残留基準の設定について

②食品中のニテンピラムの残留基準の設定について

③食品中のパクロブトラゾールの残留基準の設定について

④食品中のフェンピラザミンの残留基準の設定について

⑤食品中のボスカリドの残留基準の設定について

現馴孔匠輻鋤衡嫡轍屍諺隔」室一

一一



(別紙)

①食品中のシクラニリプロールの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): ム

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成26年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

→　受取の有無　口　有り　　　　無し

　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[⌒

→　該当の有無:ロ　有り

→　該当の有無:□　有り

し
し

無
無
ー

回
回

②食品中のニテンピラムの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): ム

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成26年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

→　受取の有無:□　有り　　ゴ　無し
　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[⌒

→　該当の有無1□　有り

→　該当の有無:□　有り

し
し

無
無
ー

図
冨

③食品中のパクロブトラゾールの残留基準の設定について

企業名(申請企業等):  eンξ◆エン　巳　パン　　ム

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成26年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

→　受取の有無:□　有り　　団　無し

　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[　

→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:□　有り

鮎
魁

冨
ぽ

]
1
」



④食品中のフェンピラザミンの残留基準の設定について

企業名(申…企業等): △

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成26年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

→　受取の有無:□　有り　　〆無し
　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　ロ　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

ロ　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[　

→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:□　有り

 匝r無し

冨無し　
]

⑤食品中のボスカリドの残留基準の設定について

企業名(申請企業等):  BASFξ◆　ノ¶ン　　　ム

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成26年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

→　受取の有無:□　有り　　回　無し

　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　　口　原稿執筆料

その他(

ロ　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[　
→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:ロ　有り

し
し

無
無
ー

団
回


























